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(57)【要約】
【課題】密閉圧縮機を提供する。
【解決手段】本発明は、往復圧縮機および音響マフラー
フィルタの技術分野に関する。その有効容積が、圧縮機
の気密筐体の面のうちの１つ（内面または外面）の一部
分と圧縮機の気密筐体の面のうちの１つに隣接して取り
付けられた少なくとも１つの壁部との間に狭く画定され
た、少なくとも１つの流体膨張チャンバが設けられた密
閉圧縮機が開示されている。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　密閉圧縮機であって、
　気密筐体（１）と、
　気密筐体（１）内に配置された少なくとも１つの往復圧縮機構（図示せず）と、
　少なくとも１つの流体膨張チャンバ（２）と、
　を備え、
　前記密閉圧縮機は、前記流体膨張チャンバ（２）が気密筐体（１）の面（１１、１２）
のうちの１つと、気密筐体（１）の面（１１、１２）のうちの１つに気密に取り付けられ
た第一モジュール体（３）の内面（３１）との間に形成され、
　前記流体膨張チャンバ（２）は、少なくとも１つの流入路（２１）および少なくとも１
つの流出路（２２）を備えることを特に特徴とする、
　密閉圧縮機。
【請求項２】
　流体膨張チャンバ（２）が吐出流体膨張チャンバを備えることを特徴とする、請求項１
に記載の密閉圧縮機。
【請求項３】
　流体膨張チャンバ（２）が吸引流体膨張チャンバを備えることを特徴とする、請求項１
に記載の密閉圧縮機。
【請求項４】
　流体膨張チャンバ（２）が外部にあり、気密筐体（１）の外面（１２）と、気密筐体（
１）の外面（１２）に気密に取り付けられた第一モジュール体（３）の内面（３１）との
間に形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の密閉圧縮機。
【請求項５】
　流体膨張チャンバ（２）が内部にあり、気密筐体（１）の内面（１１）と、気密筐体（
１）の内面（１１）に気密に取り付けられた第一モジュール体（３）の内面（３１）との
間に形成されていることを特徴とする、請求項１に記載の密閉圧縮機。
【請求項６】
　流体膨張チャンバ（２）の流入路（２１）および流出路（２２）が流体的に揃えられて
いることを特徴とする、請求項１に記載の密閉圧縮機。
【請求項７】
　流体膨張チャンバ（２）の流入路（２１）および流出路（２２）が流体的にずらされて
いることを特徴とする、請求項１に記載の密閉圧縮機。
【請求項８】
　流体膨張チャンバ（２）に直列で流体接続された少なくとも１つの第二流体膨張チャン
バ（４）をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の密閉圧縮機。
【請求項９】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が内部にあり、気密筐体（１）の中に配置されている
ことを特徴とする、請求項８に記載の密閉圧縮機。
【請求項１０】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が、少なくとも部分的に、気密筐体（１）の内面（１
１）と、第二モジュール体（５）の内面（５１）との間に形成されていることを特徴とす
る、請求項９に記載の密閉圧縮機。
【請求項１１】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が、少なくとも部分的に、第一モジュール体（３）の
外面（３２）と、第二モジュール体（５）の内面（５１）との間に形成されていることを
特徴とする、請求項９に記載の密閉圧縮機。
【請求項１２】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が外部にあり、気密筐体（１）の外側に配置されてい
ることを特徴とする、請求項８に記載の密閉圧縮機。
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【請求項１３】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が、少なくとも部分的に、気密筐体（１）の外面（１
２）と、第二モジュール体（５）の内面（５１）との間に形成されていることを特徴とす
る、請求項１２に記載の密閉圧縮機。
【請求項１４】
　前記第二流体膨張チャンバ（４）が、少なくとも部分的に、第一モジュール体（３）の
外面（３２）と第二モジュール体（５）の内面（５１）との間に形成されていることを特
徴とする、請求項１２に記載の密閉圧縮機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は密閉圧縮機に関し、より詳細には、少なくとも１つの流体膨張チャンバ、つま
り吐出ライン（吐出マフラー）または吸引ライン（吸引マフラー）内で使用可能な脈動減
衰チャンバが設けられた、密閉圧縮機に関する。
【０００２】
　本発明によれば、本明細書で開示される密閉圧縮機は、気密筐体および少なくとも１つ
の付加的な壁部を備えることで区別され、気密筐体と付加的な壁部との間に画定された容
積は、最終的に前記流体膨張チャンバを画定する。
【背景技術】
【０００３】
　当業者にとって周知のように、密閉圧縮機、特に容積式圧縮機構は、構成要素の中でも
とりわけ、吐出膨張チャンバ（「吐出マフラー」とも称される）および吸引膨張チャンバ
（「吸引マフラー」とも称される）を含む。一般的な方式において、流体膨張チャンバは
有効な流体の脈動を減衰する一般的な機能を有するが、つまり流体膨張チャンバの受動的
動作が支配する機能原理は音響学の専門家および理論家に広く知られており、さらに専門
技術文献特に詳述されている。
【０００４】
　現在の先端技術は、密閉圧縮機で使用される流体膨張チャンバの無限のモデルおよび構
成を備える。
【０００５】
　たとえば、吐出膨張チャンバの容積が、密閉圧縮機の気密筐体の中に非固定的に配置さ
れた中空モジュール体によって画定される構成がある。圧縮機構ヘッド、中空モジュール
体、および吐出ダクトの間の流体連通は、剛性金属管によって行われる。
【０００６】
　たとえば、吐出膨張チャンバの容積が、圧縮機ブロック自体の中で完全にまたは部分的
に画定される構成がある。圧縮機構ヘッド、圧縮機ブロック、および吐出ダクトの間の流
体連通は、剛性金属管によって行われる。
【０００７】
　たとえば、米国特許第４７８２８５８号明細書に説明されるように、吐出膨張チャンバ
の容積が圧縮機構ヘッドのキャップ内で完全に画定される構成がある。圧縮機構ヘッドと
吐出ダクトとの間の流体連通は、剛性金属管によって行われる。
【０００８】
　たとえば、米国特許出願公開第２００９／１６２２１５号明細書に説明されるように、
吐出膨張チャンバの容積が、ヘッドのキャップ内で完全に画定される第一の「副容積」、
およびヘッドのキャップと圧縮シリンダブロックのセグメントの外面との間で画定される
第二の「副容積」の２つに分割される構成があり、２つの「副容積」間の流体連通は、シ
リンダブロックの全体的構造を変更することなく、その配置内で画定される。圧縮機構ヘ
ッドと吐出ダクトとの間の流体連通は、剛性金属管によって行われる。
【０００９】
　しかしながら、周知の膨張チャンバのモデルまたは構成にかかわらず、これらは常に圧
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縮機の気密筐体の中に配置されており、つまりこれらは、その有効容積がその他の構成要
素およびシステムの中でも電動モータなどの圧縮機構、とりわけ圧縮機ブロックと共有さ
れる内部環境に、配置されることに留意される。
【００１０】
　一般的には、膨張チャンバが気密筐体内に配置されるという事実は３つの不都合を生じ
るが、そのうちの１つは熱的観点から、もう１つは寸法的観点から、３つ目は信頼性の状
況に関するものである。
【００１１】
　熱的観点に関して、吐出膨張チャンバは、温度が吐出流体の温度よりも低い、つまり吐
出膨張チャンバの外部の温度が内部の温度よりも低い環境内（気密筐体内）に配置される
ことに、留意される。結果的に、圧縮機の筐体の内部環境（吸引流体）は厳しい熱交換を
受けることになり、その温度は吐出膨張チャンバを通じて循環する吐出流体の温度によっ
て悪影響を受ける。その結果、圧縮機の吸引温度が増加し、このようにしてその容積効率
、ひいてはエネルギー効率も低下させる。
【００１２】
　寸法的観点に関する限り、吐出膨張チャンバは、現在は起こりそうもないがさもなけれ
ば密閉圧縮機の小型化を可能にするために抑制される可能性のある、有効容積を占有する
ことに留意される。圧縮機内容積縮小の別の利点は、可燃性でもあるＣＯ２などの高圧有
効冷媒の適用に関し、圧縮機は圧力容器安全性のカテゴリーに含まれ、内容積は損傷限界
を規定する。このため、内容積の小さい圧縮機は、このタイプの用途では有利である。
【００１３】
　信頼性に関しては、吐出管内に実装される質量が減少するが、これは圧縮機を搬送する
とき、および圧縮機をオンオフする瞬間にも、筐体と圧縮機の内部アセンブリ、特に圧縮
機ブロックとの間に相対運動を有することに、留意される。これらの質量の除去により、
パイプへの負荷を低減し、また圧縮機の内部構成要素および筐体を有するこれらの容積の
衝撃も回避する。
【００１４】
　したがって、本発明は上述の背景に基づいてなされたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第４７８２８５８号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／１６２２１５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　このため、本発明の主な目的は、その有効容積が圧縮機の気密筐体の面のうちの１つ（
内面または外面）の一部分と圧縮機の気密筐体の面のうちの１つに隣接して取り付けられ
た少なくとも１つの壁部との間に狭く画定された、少なくとも１つの流体膨張チャンバが
設けられた密閉圧縮機を開示することである。
【００１７】
　したがって、熱交換の影響を受けにくく、密閉圧縮機の気密筐体の中であまりまたは全
く有用な空間を占有しない流体膨張チャンバを提供することもまた、本発明の目的である
。
【００１８】
　現在取り扱われている密閉圧縮機の流体膨張チャンバが、圧縮機をオンオフするときに
圧縮機の搬送および用途の問題および不具合の影響を受けにくくすることも、本発明の目
的である。
【００１９】
　このため、本発明の目的の１つは、その有効容積が圧縮機の気密筐体の面のうちの１つ
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（内面または外面）の一部分と圧縮機の気密筐体の面のうちの１つに隣接して取り付けら
れた少なくとも１つの壁部との間に狭く画定された、流体膨張チャンバの一般概念が、吐
出マフラーおよび吸引マフラーの両方に使用可能となることである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記で要約された目的は、気密筐体と、気密筐体内に配置された少なくとも１つの往復
圧縮機構と、少なくとも１つの流体膨張チャンバと、を備える、本明細書に開示される密
閉圧縮機によって、完全に実現される。前記流体膨張チャンバは、気密筐体の面のうちの
１つと気密筐体の面のうちの１つに気密に取り付けられた第一モジュール体の内面との間
に形成され、少なくとも１つの流入路および少なくとも１つの流出路を備える。
【００２１】
　本発明によれば、流体膨張チャンバは吐出流体膨張チャンバ（吐出マフラー）または吸
引流体膨張チャンバ（吸引マフラー）を備える。
【００２２】
　やはり本発明によれば、流体膨張チャンバは外部（気密筐体の外面と気密筐体の外面に
気密に取り付けられた第一モジュール体の内面との間に形成されている）および／または
内部（気密筐体の内面と気密筐体の内面に気密に取り付けられた第一モジュール体の内面
との間に形成されている）であってもよい。
【００２３】
　さらに本発明によれば、流体膨張チャンバの流入路および流出路は、流体的に揃ってい
てもずれていてもよい。
【００２４】
　選択的に、本明細書に開示される密閉圧縮機は、「主要な」流体膨張チャンバに直列で
流体接続された、少なくとも１つの第二流体膨張チャンバをさらに備える。
【００２５】
　このような選択的実施形態の可能な実施形態のうちの１つにおいて、第二流体膨張チャ
ンバは内部にあって気密筐体の中に配置されており、少なくとも部分的に、気密筐体の内
面と第二モジュール体の内面との間に形成されるか、または少なくとも部分的に、第一モ
ジュール体の外面と第二モジュール体の内面との間に形成されてもよい。
【００２６】
　このような選択的実施形態の可能な実施形態の別のものにおいて、第二流体膨張チャン
バは外部にあって気密筐体の外側に配置されており、少なくとも部分的に、気密筐体の外
面と第二モジュール体の内面との間に形成されるか、または少なくとも部分的に、第一モ
ジュール体の外面と第二モジュール体の内面との間に形成されてもよい。
【００２７】
　本発明は、以下に挙げられた例示的な図に基づいて具体的に詳述される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１Ａ】本発明の最も基本的で簡略化された実施形態を概略的に示す図である。
【図１Ｂ】本発明の最も基本的で簡略化された実施形態を概略的に示す図である。
【図２Ａ】本発明の選択的実施形態の可能な実施形態を概略的に示す図である。
【図２Ｂ】本発明の選択的実施形態の可能な実施形態を概略的に示す図である。
【図２Ｃ】本発明の選択的実施形態の可能な実施形態を概略的に示す図である。
【図２Ｄ】本発明の選択的実施形態の可能な実施形態を概略的に示す図である。
【図３】本発明の選択的実施形態の別の可能な実施形態を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の中心となる目標によれば、このような容積が圧縮機の筐体と一体化した部分と
なるように、通常は密閉圧縮機の気密筐体の中で変位させられる伝統的な流体膨張チャン
バ（吐出または吸引）の容積を前記気密筐体の近傍に「移動」させることが望ましい。



(6) JP 2018-100665 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【００３０】
　当然ながら、このような発明は、筐体内の熱放射を低減してさらなるエネルギー効率を
促進することに加えて、圧縮機の内容積を最適化する可能性を有する。加えて、このよう
な発明は、圧縮機の全体的な製造プロセスを簡略化し、最終的に、伝統的な鑞付けプロセ
スは、より高速で安価な溶接プロセスに置き換えられる。
【００３１】
　全体的に、本明細書で取り扱われる密閉圧縮機は従来の密閉圧縮機であり、当然ながら
、本発明の理解に関係のない特定の詳細は省略および／または削除されている。ここでも
また、これらの詳細（たとえば圧縮または減衰機構を統合する構成要素）の省略または削
除は本明細書の完全な理解を害するものではないことが、強調される。
【００３２】
　本発明は、その発明の主要部について、図１Ａおよび図１Ｂに示されている。
【００３３】
　これらの図に示されるように、本明細書に開示される密閉圧縮機は気密筐体および流体
膨張チャンバを備え、本発明の大きな発明的価値は、前記流体膨張チャンバは－現在の先
端技術で見られるように取り外し可能でそれ自体に適合するよりむしろ－気密筐体の面の
うちの１つと気密筐体の面のうちの１つに気密に取り付けられた第一モジュール体の内面
との間に形成されるという事実に存する。
【００３４】
　詳細には、図１Ａに示されるように、前記流体膨張チャンバ（２）は気密筐体（１）の
外部にあり、気密筐体（１）の外面（１２）と第一モジュール体（３）の内面（３１）と
の間に形成されており、これはひいては気密筐体（１）の同じ外面（１２）に気密に取り
付けられている。図示されるように、前記流体膨張チャンバ（２）は吐出流体膨張チャン
バであることに、さらに留意される。
【００３５】
　詳細には、図１Ｂに示されるように、前記流体膨張チャンバ（２）は気密筐体（１）の
内部にあり、気密筐体（１）の内面（１１）と第一モジュール体（３）の内面（３１）と
の間に形成されており、これはひいては気密筐体（１）の同じ内面（１１）に気密に取り
付けられている。図示されるように、前記流体膨張チャンバ（２）は吸引流体膨張チャン
バであることに、さらに留意される。
【００３６】
　図１Ａおよび図１Ｂに示される両方の実施形態において、流体膨張チャンバ（２）は少
なくとも１つの流入路（２１）および少なくとも１つの流出路（２２）を備えることに、
留意される。
【００３７】
　図１Ａに示される実施形態において、流入路（２１）は、気密筐体（１）を迂回してそ
の内部環境を流体膨張チャンバ（２）の容積に接続させる、流体連通手段（２つだけ例を
挙げるなら、管または単なる貫通孔）に関する。流出路（２２）は、密閉圧縮機とたとえ
ば冷却システムなどの外部システム（図示せず）の吐出ラインとの間の接続を可能にでき
る流体連通手段（１つだけ例を挙げるなら、吐出ダクト管）に関する。
【００３８】
　図１Ｂに示される実施形態において、流入路（２１）は、気密筐体（１）を迂回してた
とえば冷却システムなどの外部システム（図示せず）と密閉圧縮機との間の接続を可能に
できる流体連通手段（１つだけ例を挙げるなら、吸引ダクト管）に関する。流出路（２２
）は、流体膨張チャンバ（２）の容積を圧縮機の内部環境に、または圧縮機構のシリンダ
（図示せず）に接続可能な流体連通手段（２つだけ例を挙げるなら、管または単なる貫通
孔）に関する。
【００３９】
　本発明に説明される残りの実施形態に加えて、図１Ａおよび図１Ｂに示される両方の実
施形態において、第一モジュール体（３）は好ましくは金属合金で作られており、好まし
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くは溶接によって、気密筐体（１）の面（１１および１２）のうちの１つに取り付けられ
ている。たとえば接着剤など、固定が代替形態のものとなる、ポリマーなどその他のタイ
プの材料でモジュール体が製造されることを妨げるものは、何もない。
【００４０】
　本発明は熱的および音響的問題を意図的に解決するものではないが、締結媒体の一般的
な特徴と同様に、第一モジュール体（３）の一般的な寸法および構造形式が、各プロジェ
クトの特徴を尊重すべきであることは、強調するに値する。この点に関して、図１Ａおよ
び図１Ｂに示される実施形態のいずれにおいても、流体膨張チャンバ（２）の流入路（２
１）および流出路（２２）は流体的に揃って配置されても流体的にずれて配置されてもよ
いと注記することは、最も重要である。
【００４１】
　上述の発明の主要部にしたがって、本発明の選択的実施形態は、図２Ａ、図２Ｂ、図２
Ｃ、および図２Ｄに示されている。
【００４２】
　これらすべての選択的実施形態において、（気密筐体（１）の内部または外部にあり、
気密筐体（１）の面（１１および１２）のうちの１つと気密筐体（１）の面（１１および
１２）のうちの１つに気密に取り付けられた第一モジュール体（３）の内面（３１）との
間に形成された）前記流体膨張チャンバ（２）の存在、ならびに流体膨張チャンバ（２）
に直列で流体接続された少なくとも１つの第二流体膨張チャンバ（４）の存在に、留意さ
れる。流体膨張チャンバ（２および４）は、吐出流体の直列容積または吸引流体の直列容
積に適合することができる。
【００４３】
　一般的な方式において、第二流体膨張チャンバ（４）の構成は常に第二モジュール体（
５）を有し、これもまた一般的な方式において、第一モジュール体（３）と実質的に類似
している。
【００４４】
　常に第二モジュール体（５）を用いる第二流体膨張チャンバ（４）の構成設定は多様で
あり、いくつかの例が図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ、および図２Ｄに示されている。
【００４５】
　図２Ａに示されるように、流体膨張チャンバ（２）および第二流体膨張チャンバ（４）
はいずれも外部にあり、好ましくは吐出流体専用である。この実施形態において、第二流
体膨張チャンバ（４）は、第一モジュール体（３）の外面（３２）と第二モジュール体（
５）の内面（５１）との間にのみ形成されている。
【００４６】
　図２Ｂに示されるように、流体膨張チャンバ（２）および第二流体膨張チャンバ（４）
はいずれも内部にあり、好ましくは吸引流体専用である。この実施形態において、第二流
体膨張チャンバ（４）は、第一モジュール体（３）の外面（３２）、気密筐体（１）の内
面（１１）、および第二モジュール体（５）の内面（５１）の間に形成されている。
【００４７】
　図２Ｃに示されるように、流体膨張チャンバ（２）および第二流体膨張チャンバ（４）
はいずれも外部にあり、好ましくは吐出流体専用である。この実施形態において、第二流
体膨張チャンバ（４）は、第一モジュール体（３）の外面（３２）、気密筐体（１）の外
面（１２）、および第二モジュール体（５）の内面（５１）の間に形成されている。
【００４８】
　図２Ｄに示されるように、流体膨張チャンバ（２）および第二流体膨張チャンバ（４）
はいずれも内部にあり、好ましくは吸引流体専用である。この実施形態において、第二流
体膨張チャンバ（４）は、気密筐体（１）の内面（１１）と第二モジュール体（５）の内
面（５１）との間にのみ形成されている。
【００４９】
　これら４つの実施形態において、流体膨張チャンバ（４）は、流体連通手段（３つの例
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を挙げるなら、伝統的な管、単なる貫通孔、または貫通管）に向けられた流出路（６）を
備えることに、さらに留意される。この意味において、前記流体膨張チャンバ（４）の「
流入路」は常に流体膨張チャンバ（２）の流出路（２２）によって画定されて終端するこ
とに留意される。
【００５０】
　流体膨張チャンバ（２）に関して説明（または省略）された構造的詳細（たとえば構造
および寸法変動の可能性、および溶接による固定の好適な形態）は、流体膨張チャンバ（
４）においても同様に観察される。
【００５１】
　図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ、および図２Ｄに示された選択的実施形態とは対照的に、図３
に示される選択的実施形態は、直列で流体接続された２つの流体膨張チャンバの使用を提
供するが、これらのチャンバのうちの１つは（圧縮機の筐体に対して）内部に配置され、
これらのチャンバのうちのもう１つは（圧縮機の筐体に対して）外部に配置されている。
【００５２】
　このため、図３において任意に規定されるように、気密筐体（１）、第一流体膨張チャ
ンバ（２）、および第二流体膨張チャンバ（４）を備える密閉圧縮機が提供され、このよ
うなチャンバは直列で流体接続されて、吐出流体の直列容積を規定する（これは当然なが
ら吸引流体の直列容積も規定できる）。
【００５３】
　詳細には、第一流体膨張チャンバ（２）は特に、気密筐体（１）の内面（１１）と気密
筐体（１）の内面（１１）に気密に取り付けられた第一モジュール体（３）の内面（３１
）との間にのみ形成され、その一方で第二流体膨張チャンバ（４）は特に、気密筐体（１
）の外面（１２）と気密筐体（１）の外面（１２）に気密に取り付けられた第一モジュー
ル体（３）の内面（３１）との間にのみ形成されている。容積間の流体接続は、図２Ａ、
図２Ｂ、図２Ｃ、および図２Ｄに示される構成および選択肢と同じように行われる。
【００５４】
　上記の説明は対象の実用新案の特定の実施形態を例示によって説明する目的のみを有す
ると強調することが重要である。したがって、同じ結果を達成するために実質的に同じや
り方で同じ機能を実行する要素の修正例、変形例、および構造的組合せが、添付請求項に
よって規定された保護範囲に含まれることは、明らかである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　筐体
　２　第一流体膨張チャンバ
　３　第一モジュール体
　４　第二流体膨張チャンバ
　５　第二モジュール体
　６、２２　流出路
　１１、３１、５１　内面
　１２、３２　外面
　２１　流入路
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【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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